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7. 有明アーバンスポーツパークの計画の目的及び内容 

7.1 目 的 

本施設は、組織委員会が東京2020大会時のオリンピックの自転車競技（BMXフリースタイル、BMX

レーシング）、スケートボード（パーク、ストリート）会場として必要な仮設施設1の整備を行う

ものである。 

 

7.2 内 容 

7.2.1 位 置 

評価書案の対象となる本事業を実施する範囲（以下「計画地」という。）の位置は、図7.2-1

及び写真7.2-1に示すとおり、東京都江東区有明一丁目にあり、敷地面積は約97,000m2である。 

計画地は、有明北地区埋立整備事業として平成12年度から17年度に埋め立てられた埋立地で

あり、「東京港第８次改訂港湾計画」（平成26年12月 東京都）において主に都市機能用地とさ

れているほか、計画地北側は、有明親水海浜公園計画区域となっている。また、計画地の東側

には、オリンピックの体操、パラリンピックのボッチャのための有明体操競技場が整備中であ

り、計画地の南側には、オリンピックのテニス、パラリンピックの車いすテニスのための有明

テニスの森が整備中である。 

 

7.2.2 地域の概況 

計画地は、東京都が策定した７番目の副都心である臨海副都心の臨海副都心有明北地区地区

計画に位置づけられている。臨海副都心は、「水に親しめる緑豊かなまち」「多様で豊かな都市

生活のまち」「環境にやさしく魅力あるまち」「安全で災害に強いまち」を基本目標2としており、

「臨海副都心有明北地区まちづくりガイドライン－改訂－」（平成26年７月 東京都）では、有

明北地区は臨海副都心のなかで主として居住機能を担う地区として期待されている。また、住

宅とともに商業、業務、サービス、公共公益、文化、レクリエーション等の多様な機能の導入

を誘導し、これらの機能がバランスよく複合した新たな市街地を形成していくとしている。 

計画地北側には東雲運河がある。また、水とみどりのネットワークを形成するとともに、に

ぎわい機能の導入を誘導するため、有明親水海浜公園（仮称）が整備される予定である。計画

地南東側は居住、商業、業務機能が複合したエリアになっているほか、計画地南側には、にぎ

わいロードが整備されており、まちの骨格として地区の特色や個性を生かし、魅力のある都市

環境を創出するとともに、にぎわいやくつろぎの空間の中心となっていく。 

平成30年11月１日現在の江東区の人口は約52万人であり、世帯数は約27万世帯である。3 

昼間人口は約61万人であり、就労者など昼間に流入する人口(昼間人口)が夜間人口を上回っ

ているが、東京都江東区有明一丁目においては昼間人口が夜間人口に比べて低い地域となって

いる。4 

また、産業別事業所数及び従業者数でみると、江東区では卸売業、小売業の事業所が約５千

事業所、従業者数が約７万人と最も多く、東京都江東区有明一丁目においては運輸業、郵便業

の事業所が17事業所、従業者数が約２千人となっている。5 

                             
1 本施設は、全て仮設施設として整備し、東京2020大会後には全ての仮設施設を撤去する計画である（2019年４月時点の計画）。 
2出典：「臨海副都心まちづくりガイドライン－2016改定－」（平成28年７月 東京都） 
3出典：「江東区の世帯と人口（住民基本台帳による）」（平成30年11月27日参照 江東区ホームページ） 

https://www.city.koto.lg.jp/060305/kuse/profile/shokai/documents/20181101.pdf 
4出典：「平成27年 東京都の昼間人口」（平成30年11月27日参照 東京都ホームページ） 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tyukanj/2015/tj-15index.htm 
5出典：「平成26年経済センサス-基礎調査」（平成30年11月27日参照 総務省ホームページ） 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001072573 
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7.2.3事業の基本計画 

大会時の配置計画のイメージ図は、図 7.2-2に示すとおりである。計画地内に自転車競技（BMX

フリースタイル、BMXレーシング）、スケートボード（パーク、ストリート）の４つの競技エリア

を配置し、各競技エリアの周囲に仮設観客席（最大で高さ約 20.5m）を整備する。また、大会の

運営のため、観客、アスリートやメディア関係等の施設として、敷地内のオープンスペースにプ

レハブやテント等の仮設施設を配置するほか、計画地の西側に大会関係者用の駐車場を配置する

計画である。 

各競技エリアのイメージ図は、図 7.2-3(1)～(3)に示すとおりである。 

主な仮設施設である仮設観客席 1の断面図は、図 7.2-4(1)～(3)に示すとおりである。仮設観客

席の設置予定座席数は、自転車競技（BMX レーシング）が 5,000 席、自転車競技（BMX フリース

タイル）が 3,000席、スケートボード（パーク、ストリート）が 7,000席である。なお、自転車

競技（BMX フリースタイル）では、観客席の 3,000 人に立ち見の 3,600 人を加えた 6,600 人が競

技観戦する。 

                             
1 仮設観客席については、建築基準法第85条第５項の規定に基づき、仮設建築物の建築許可申請を行い、許可を受け

た上で、建築確認申請の手続きを経て着工する。なお、当該許可は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認める場合に限って行われる。 
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図 7.2-3(1) 自転車競技（BMXフリースタイル）のイメージ図 

（平成 30年３月末現在 ※今後変更の可能性あり） 

 

図 7.2-3(2) 自転車競技（BMXレーシング）のイメージ図 

（平成 30年３月末現在 ※今後変更の可能性あり） 

 

図 7.2-3(3) スケートボード（パーク、ストリート）のイメージ図 

（平成 30年３月末現在 ※今後変更の可能性あり） 
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図 7.2-4(1) 断面図（自転車競技（BMXフリースタイル）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-4(2) 断面図（自転車競技（BMXレーシング））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-4(3) 断面図（スケートボード（パーク、ストリート）） 
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7.2.4 施工計画 

以下の施工計画（工事工程、施工方法の概要、工事用車両、建設機械、工事中の廃棄物等処

理計画）については、現時点での予定であり、今後、変更がありうる。 

(1) 工事工程 

東京 2020大会前の仮設施設整備については、2019年に着工し、2020 年７月までを見込む計画

である。また、東京 2020大会後の仮設施設の解体工事は、大会後から 2021年３月までの７か月

を見込む計画である。 

工事工程は、表 7.2-2に示すとおりである。 

表 7.2-2 工事工程（予定） 

6 12 18 24

その他仮設工事

解体工事

工種/工事月

競技エリア工事
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

 

 

(2) 施工方法の概要（予定） 

1) 競技エリア工事 

計画地に隣接する有明体操競技場整備に伴う建設発生土を有明アーバンスポーツパーク会

場に運び込んでおり、自転車競技（BMXレーシング）の競技エリアの基礎材料として使用して、

コース造成を行う。 

自転車競技（BMX フリースタイル）の競技エリアは、単管とベニヤ板で組んだステージの上

に、競技で使用するパーツ（ランプ等）を設置して構築する。 

スケートボード（パーク）の競技エリアは現状地盤を約 3m 掘削し、コンクリート舗装を敷

設して整備する。また、スケートボード（ストリート）は現状地盤を約 1.5m 掘削し、コンク

リート舗装を敷設して整備する。 

2) その他仮設工事 

その他の仮設施設として、観客席、プレハブ、テント、ユニットハウス、セキュリティフェ

ンス、大型映像装置架台、デッキ及びスロープの設置や仮設駐車場整備等を行う。 

3) 解体工事 

全ての施設を撤去し、計画地内の原状回復を行う（2019年４月時点の計画）。 

 

(3) 工事用車両 

工事用車両の主な走行ルートは、図 7.2-5に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う沿道環境への影響を極力小さくするため、工事用車両は、主に首都高

速湾岸線及び一般国道 357号（湾岸道路）を利用する計画とし、東京都市計画道路幹線街路環状

第二号線、都道 304 号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り）、都道 484 号豊洲有明線を通り、計

画地へ出入場する計画である。 

工事用車両台数のピークは、東京 2020大会前については、工事着工後 12か月目であり、工事

用車両台数は、ピーク日において大型車 41 台/日、小型車 74 台/日、合計 115 台/日を予定して

いる。また、計画地周辺に位置する有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森（有明コロ

シアム改修工事を含む）及び IBC/MPC整備に伴う工事用車両との合計台数のピークは、有明アー
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バンスポーツパーク工事着工後３か月目であり、工事用車両台数は、ピーク日において大型車 335

台/日、小型車 440台/日、合計 775 台/日を予定している。東京 2020大会後については、工事着

工後 20か月目であり、工事用車両台数は、ピーク日において大型車 84台/日、小型車 105台/日、

合計 189 台/日を予定している。また、計画地周辺に位置する IBC/MPC の仮設施設解体工事に伴

う工事用車両との合計台数のピークは、有明アーバンスポーツパーク工事着工後 18 か月目であ

り、工事用車両台数は、ピーク日において大型車 162 台/日、小型車 486 台/日、合計 648 台/日

を予定している（資料編 p.1参照）。 

 

(4) 建設機械 

各工種において使用する主な建設機械は、表 7.2-3に示すとおりである。 

工事に使用する建設機械は、周辺環境への影響に配慮して、排出ガス対策型建設機械（第２次

基準値以上）及び低騒音型の建設機械を積極的に採用するとともに、不要なアイドリングの防止

に努める等、排出ガスの削減及び騒音の低減に努める計画である。 

表7.2-3 主な建設機械（予定） 

工 種 主な建設機械 

競技エリア工事 ブルドーザ、バックホウ 

その他仮設工事 ラフタークレーン、バックホウ 

解体工事 ラフタークレーン、バックホウ 

注)建設機械の種類等は今後変更の可能性がある。 

 

(5) 工事中の廃棄物等処理計画 

建設工事に伴い発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律

第 137 号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号）、建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）等に基づき、再生利用可能な建設廃棄

物については積極的に再資源化に努め、再生利用が困難なものについては適切な処理を行う計画

である。また、工事に伴う建設発生土は、工事間での利用調整、または受入基準への適合を確認

の上で東京都建設発生土再利用センター等へ運搬して再利用を図る計画である。 

なお、仮設施設の資材等は極力リースで調達するほか、大会後の仮設施設の解体工事について

は、仮設施設の資材等を可能な限り再利用する計画を検討中である。 
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7.2.5 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

(1) 環境保全に関する計画 

本事業にかかわる主な環境保全に関する上位計画としては、「東京都環境基本計画」、「東京都

自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」、「江東区環境基本計画」等があ

る。環境保全に関する計画等への配慮事項は、表 7.2-4(1)及び(2)に示すとおりである。 

表7.2-4(1) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計
画 

(平成28年３月) 

・「世界一の環境先進都市・東京」
の実現 
◆３Ｒ・適正処理の促進と「持

続可能な資源利用」の推進 
◆快適な大気環境、良質な土壌
と水循環の確保 

・規制速度を遵守する計画である。 
・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮のた

め、沿道に住居等が比較的存在しない湾岸道路等を
極力利用する計画とする。 

東京都自動車排出
窒素酸化物及び自
動車排出粒子状物
質総量削減計画 

(平成25年７月)  

・低公害・低燃費車の普及促進、
エコドライブの普及促進、交通
量対策、交通流対策、局地汚染
対策の推進等 

・規制速度を遵守する計画である。 
・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮のた
め、沿道に住居等が比較的存在しない湾岸道路等を
極力利用する計画とする。 

東京都資源循環・廃

棄物処理計画 

(平成28年３月) 

・計画目標１ 資源ロスの削減 

・計画目標２ ｢持続可能な調達｣

の普及 

・計画目標３ 循環的利用の促進

と最終処分量の削

減 

・計画目標４ 適正かつ効率的な

処理の推進 

・計画目標５ 災害廃棄物の処理

体制 

・掘削工事に伴い発生する建設発生土は、工事間での
利用調整、または受入基準への適合を確認の上で東
京都建設発生土再利用センター等へ運搬して再利用
を図る。 

・競技エリアのうち、BMXフリースタイルのステージ等
はリース品を活用することにより、解体工事に伴う
建設廃棄物の発生量を削減する。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号)に基づく特定建設資材廃棄物につ
いては現場内で分別解体を行い、再資源化を行う。 

・建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」
等に基づき、発生量の削減、現場内での分別、再利
用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。 

・建設混合廃棄物については、可能な限りの分別を行
い、建設混合廃棄物としての排出量を減らすよう努
力する。 

・再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業
者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフ
ェストにより確認する。 

東京都建設リサイ

クル推進計画 

(平成28年４月) 

・コンクリート塊等を活用する 

・建設発生木材を活用する 

・建設泥土を活用する 

・建設発生土を活用する 

・廃棄物を建設資材に活用する 

・建設グリーン調達を推進する 

・建築物等を長期使用する 

・掘削工事に伴い発生する建設発生土は、工事間での
利用調整、または受入基準への適合を確認の上で東
京都建設発生土再利用センター等へ運搬して再利用
を図る。 

・競技エリアのうち、BMXフリースタイルのステージ等
はリース品を活用することにより、解体工事に伴う
建設廃棄物の発生量を削減する。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号)に基づく特定建設資材廃棄物につ
いては現場内で分別解体を行い、再資源化を行う。 

・建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」
等に基づき、発生量の削減、現場内での分別、再利
用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。 

・建設混合廃棄物については、可能な限りの分別を行
い、建設混合廃棄物としての排出量を減らすよう努
力する。 

・再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業
者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフ
ェストにより確認する。 
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表7.2-4(2) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

江東区環境基本計

画 

(平成27年３月) 

本計画では、施策の体系とし

て、以下の6つの柱を示している。 
・地球温暖化・エネルギー対策の

推進～KOTO 低炭素プラン～ 
・循環型社会の形成 
・自然との共生 
・環境に配慮した快適なまちづく

りの推進 
・安全・安心な生活環境の確保 
・環境教育及びパートナーシップ

の推進 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他の会場
等の建設も踏まえ、交通渋滞による影響を軽減する
ため、沿道に住居等が比較的存在しない湾岸道路等
を極力利用する計画とする。 

・競技エリアのうち、BMXフリースタイルのステージ等
はリース品を活用することにより、解体工事に伴う
建設廃棄物の発生量を削減する。 

・掘削工事に伴い発生する建設発生土は、工事間での
利用調整、または受入基準への適合を確認の上で東
京都建設発生土再利用センター等へ運搬して再利用
を図る。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号)に基づく特定建設資材廃棄物につ
いては現場内で分別解体を行い、再資源化を行う。 

・建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」
等に基づき、発生量の削減、現場内での分別、再利
用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。 

・建設混合廃棄物については、可能な限りの分別を行
い、建設混合廃棄物としての排出量を減らすよう努
力する。 

・再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業
者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフ
ェストにより確認する。 

 

(2) 持続可能性に配慮した運営計画 

組織委員会は、東京 2020 大会における持続可能性への配慮を最大化し、大会開催が持続可能

な開発に貢献するため、持続可能性に配慮した運営計画を策定した。 

持続可能性に配慮した運営計画での取組事項は、表 7.2-5に示すとおりである。 

表7.2-5 持続可能性に配慮した運営計画での取組事項 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で取り組む事項 

持続可能性に配慮

した運営計画第二

版 

（平成30年６月） 

・東京2020大会の持続可能性コン

セプト 

Be better, together 

より良い未来へ、ともに進も

う。 

◆気候変動 

◆資源循環 

◆大気・水・緑・生物多様性

等 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他の会場
等の建設も踏まえ、交通渋滞による影響を軽減する
ため、沿道に住居等が比較的存在しない湾岸道路等
を極力利用する計画とする。 

・競技エリアのうち、BMXフリースタイルのステージ等
はリース品を活用することにより、解体工事に伴う
建設廃棄物の発生量を削減する。 

・掘削工事に伴い発生する建設発生土は、工事間での
利用調整、または受入基準への適合を確認の上で東
京都建設発生土再利用センター等へ運搬して再利用
を図る。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号)に基づく特定建設資材廃棄物につ
いては現場内で分別解体を行い、再資源化を行う。 

・建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」
等に基づき、発生量の削減、現場内での分別、再利
用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。 

・建設混合廃棄物については、可能な限りの分別を行
い、建設混合廃棄物としての排出量を減らすよう努
力する。 

・再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業
者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフ
ェストにより確認する。 
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7.3 有明アーバンスポーツパークの計画の策定に至った経過 

有明アーバンスポーツパークは、立候補ファイル時点では、有明BMXコースとしてオリンピッ

クの自転車競技（BMX）の会場として利用される計画としていた。 

組織委員会は、2014年６月、東京都とともに会場計画の見直しを行うことを表明し、レガシー

や都民生活への影響、整備コストの視点から、新規恒久施設の見直しを含む、会場計画全体の見

直しに着手した。また、2016年８月のIOC総会において、スケートボードを含む追加種目が決定し

た。その後、IOCや国際競技団体（IF）のサポートの下、さらなる見直しを進め、2017年2月に有

明BMXコースが競技会場として決定し、2018年５月２日のIOC理事会において、東京2020大会の全

ての競技会場が決定した。 

2018年10月23日の組織委員会の理事会において、本会場の名称は「有明BMXコース」から「有明

アーバンスポーツパーク」へと変更されることについて、IOCの承認が得られ、決定したことが報

告された。 
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